
イスラエル・パレスチナ自治区ガザ等からの避難民に対する生活支援金支給要領の運用方針 

 

R5.10. 

福祉保健課 

 

１ 対象者（第３条関係） 

（１）「鳥取県に避難し、鳥取県内に居住する者又はその世帯」について 

   日本に入国後、鳥取県以外の都道府県に居住し、そこから鳥取県に転入してきた者も含まれる。 

   この場合、鳥取県に転入してくるまでの間に、他都道府県等の類似の制度により給付金の給付を

受けていても、この生活支援金の支給対象外とはならない。 

   なお、鳥取県に転入した際に本支援金を受給し、一度転出した後、再度鳥取県に転入して来た場

合には、支給対象とはならない。このため、支給した者の情報は、申請書及び支給決定通知の写し

をデータベースに登録すること等により福祉保健課において情報管理する。 

 

   ＜質疑応答＞ 

    問）他都道府県等の類似の給付金を受給していても、鳥取県の生活支援金の支給対象外としな

いのはなぜか？ 

     答）都道府県間等を移動される理由はそれぞれ個別の事情があると考えられるが、移動には

交通費が必要であり、また、転居先での生活が落ち着くまでの生活支援は必要であると考

えられるため、支給の対象とする。 

 

（２）「令和５年１０月７日から激化しているイスラエル・パレスチナ武装衝突の影響により、鳥取県

に避難し、鳥取県内に居住する者又はその世帯」について 

イスラエル・パレスチナ自治区ガザ等からの避難民であることを証する書類がないことが想定さ

れるため、輝く鳥取創造本部がパスポート出入国記録等の確認や聞取等を実施するなどし、避難民

であることを確認した世帯（者）を支給対象世帯（者）とする。 

ついては、輝く鳥取創造本部は福祉保健部に必要な情報を適宜伝達するものとする。 

 

（３）「鳥取県出身であるなど鳥取県との関係が深いと輝く鳥取創造本部長の認める者又はその世帯と

する」について 

公的な証明書類による証明が難しいことが想定されるため、輝く鳥取創造本部が申請希望者本人

または関係者等に聞取等を実施するなどし、鳥取県出身であるなど鳥取県との関係が深いと確認し

た世帯（者）を支給対象世帯（者）とする。 

ついては、輝く鳥取創造本部は福祉保健部に必要な情報を適宜伝達するものとする。 

 

（４）その他 

  ＜質疑応答＞ 

    問）生活福祉資金の貸付を受けているものは生活支援金の支給対象とはならないという制限は

あるか？ 

     答）それぞれ別の制度であり、２つ同時に対象にはならないという制限はない。 

     

 

２ 支給要件（第４条関係） 

（１）「その他福祉保健部長が特に認める住宅等」について 

   親類、知人等の住宅のいずれをも対象とし、有償無償を問わないものとする。 



   疑義のある場合は、住宅の形態等を聞取り、支給決定する。 

 

  ＜質疑応答＞ 

    問）ホームステイなども対象となるか？ 

     答）ホームステイのようなケースも対象となる。 

 

（２）「居住開始年月日から１か月以上」について 

   居住を開始した日から、翌月の応当日の前日まで居住する場合を対象とする。応当日の前日に転

出する場合も対象に含まれる。なお、月の初日から居住を開始した場合は、その月の末日まで居住

する場合が対象となり、末日に転出する場合も対象に含まれる。 

 

（３）「１か月以上の期間、居住することが見込まれる」について 

   申請書の「今後居住見込み期間」に記載される期間をもって判断する。記載された内容が１か月

以上であればよく、「１か月以上」あるいは「半年程度」などの記載で足りる。 

 

  ＜質疑応答＞ 

    問）居住開始年月日から１か月が経過しないうちに県外へ転出した場合にはどうなるか？ 

     答）申請時において１か月以上の居住意思があれば該当要件を満たすと考えるので、その後

の事情の変更等によって１か月未満で県外へ転出しても直ちに返還請求は行わない。 

 

３ 支給額（第５条関係） 

（１）「一世帯」について 

   原則として、一つの賃貸借住宅等又は住宅等（以下、「住宅」という。）に住むものを一世帯とみ

なす。元の居住地（イスラエル・パレスチナ自治区ガザ等）における生計が同一であったか否かを

問わない。血縁関係にあるか否かも問わない。逆に、住民票またはこれに類する証明書上の世帯が

同一であっても、別々の住宅に住む場合は、それぞれを一世帯とみなす。 

   ただし、一つの住宅に住む場合であっても、同一生計でないなどの理由で、一世帯とみなすこと

が適当でないと福祉保健部長が判断するときは、この限りでない。 

 

（２）「単身者」について 

   一つの住宅に単身で住む者を指す。単身であるか否かは、申請日を基準として判断する。なお、

申請後、家族を呼び寄せるなどにより、複数の者が当該住宅に住むことになった場合、遡って「一

世帯」の支給額を適用することはできない。 

   ただし、あらかじめ、近日中に家族を呼び寄せることが明らかである場合には、福祉保健部長の

判断により世帯として扱うことができる。なお、その事情等を聞取り票に記録しておくものとし、

居住開始日は、単身で居住開始した日から起算して差し支えないものとする。 

 

  ＜質疑応答＞ 

    問）ただし書の取扱いについて、単身で居住開始した日を起算日とする理由は何か？ 

     答）近日中に家族を呼び寄せることが明らかである場合には、単身での生活を開始した時点

から、家族との同居を前提とした準備が行われると考えられるため。 

 

４ 支援金の支給申請（第６条関係） 

（１）「必要な添付書類」について 

   支給申請書（様式第１号）の裏面に記載しているとおり。 



   本人確認書類は、写しを取り保管する。なお、写しを持参された場合は、その写しを受け取る。 

   県内居住確認の書類は、列挙した書類のいずれか一つがあれば足りる。写しを取り保管する取扱

いとする。 

令和５年１０月７日から激化しているイスラエル・パレスチナ武装衝突の影響により、鳥取県に

避難されていることから、本人確認書類を携帯していない場合や県内居住地が決定していない場合

が想定されるが、その場合は上記の限りではない。 

   「同居を証明する書類」は、親類の住宅等に居住する場合に、当該住宅等を提供する当該親類等

に作成していただき、原本を徴する。なお、別添のとおり本運用方針で様式を例示しているが、必

要な項目が記載されていれば様式は問わない。 

 

５ 支援金の支給（第８条関係） 

（１）領収書の徴取 

   資金前渡の方法により支援金を支給した場合は、鳥取県会計規則の規定に従い領収書を徴するこ

ととなる。別添のとおり本運用方針で様式を例示しているが、必要な項目が記載されていれば様式

は問わない。 

 

（２）現金給付の方法 

   福祉保健部内において交付する取扱いを基本とするが、福祉保健部長の判断により、訪問して給

付しても差し支えないものとする。 

 



（様式の例） 

 

領収書 

 

金             円 

 

ただし、イスラエル・パレスチナ自治区ガザ等からの避難民に対

する生活支援金として 

 

平成  年  月  日 

 

     現在の住所又は居所 

            氏名（自署） 

 

 

 

（資金前渡受領者） 様 

 


